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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第11期 

第３四半期 
累計期間 

第12期 
第３四半期 
累計期間 

第11期 
第３四半期 
会計期間 

第12期 
第３四半期 
会計期間 

第11期 

会計期間 

自平成22年 
３月１日 

至平成22年 
11月30日 

自平成23年 
３月１日 

至平成23年 
11月30日 

自平成22年 
９月１日 

至平成22年 
11月30日 

自平成23年 
９月１日 

至平成23年 
11月30日 

自平成22年 
３月１日 

至平成23年 
２月28日 

売上高                 （千円）  973,067  1,307,466  331,350  495,369  1,327,779

経常利益               （千円）  179,205  144,943  64,870  62,327  245,337

四半期（当期）純利益   （千円）  112,365  92,026  38,206  36,675  113,482

持分法を適用した場合の投資利

益                     （千円） 
 －  －  －  －  －

資本金                 （千円） － －  186,831  315,643  186,831

発行済株式総数           （株） － －  16,370  18,876  16,370

純資産額               （千円） － －  1,151,783  1,497,160  1,152,900

総資産額               （千円） － －  1,277,710  1,669,219  1,391,435

１株当たり純資産額       （円） － －  70,030.19  79,315.56  70,098.43

１株当たり四半期（当期）純利益

金額                     （円） 
 6,864.09  5,350.67  2,333.93  1,942.97  6,932.33

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額       （円） 
 6,839.86  5,332.68  2,325.97  1,937.33  6,907.43

１株当たり配当額         （円）  －  －  －  －  －

自己資本比率             （％） － －  89.7  89.7  82.5

営業活動による 

キャッシュ・フロー     （千円） 
 72,124  △65,958 － －  165,348

投資活動による 

キャッシュ・フロー     （千円） 
 △44,754  △199,271 － －  △115,269

財務活動による 

キャッシュ・フロー     （千円） 
 －  257,623 － －  －

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高           （千円） 
－ －  923,830  938,932  946,539

従業員数                 （人） － －  139  158  146
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 当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

提出会社の状況 

（注）従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数は、当第３四半期会計期間の平均雇用人員を（外書き）で記載してお

ります。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成23年11月30日現在

従業員数（人） 158     (7) 
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(1）生産実績 

 当社は、生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。 

(2）受注状況 

 当社は、受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当第３四半期会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

    ２．第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３

月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日)を適用しております。 

３．メディアEC事業は平成22年12月１日より新たに開始した事業であり、またEC運営事業は平成23年３月１日よ

り新たに開始した事業であるため前年同四半期比はありません。 

  

当第３四半期会計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。  

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

（１）経営成績の分析 

  当第３四半期会計期間におけるわが国の経済状況は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるな

かで、緩やかに持ち直しているものの、欧州の政府債務危機などを背景とした海外景気の下振れや為替レート・株

価の変動、タイの洪水の影響等によっては、景気が下振れするリスクが存在しております。 

  一方、インターネット業界においては、総務省の平成22年「通信利用動向調査」によると、クラウドサービスを

利用している企業の割合は13.7％であり、利用企業のうち、効果があったと回答した企業は79.9％と、約８割の企

業が効果があったと回答しております。 

  また、総務省において、地方公共団体が業務システムを低廉かつ効率的に利用するための「自治体クラウド」計

画が進行するなど、コスト、業務プロセスなどの削減効果が見込めるクラウドの普及促進が期待されています。 

  このような状況の中、当社は「情報資産の銀行」というビジョンを掲げ、クラウドで提供する情報資産プラット

フォームのアカウント数の増加と新事業の基盤整備に取り組んでまいりました。 

  持続的な業容拡大と事業基盤の強化を目的として、事業部制を採り入れ、営業現場における意思決定のスピード

や機動力を重視した営業組織の再構築を行うとともに、新商品・新サービスを創り出す企画・開発組織を拡充し、

柔軟な対応力と競争力の高い組織体制の整備を行い、サービスの魅力とCSの充実を通してお客様価値の向上を目指

してまいりました。 

 平成23年３月には、政治情報プラットフォーム「政治山」の提供を開始しました。 

 「政治山」は、選挙情報に留まらず、市民の声や自治体情報、議会情報などをコンテンツとして盛り込み、政治

情報全般を取り扱う日本初の政治情報プラットフォームとして運営してゆく方針であり、クラウドを活用した効率

的なサイト運営と当社が提供する情報資産プラットフォーム「スパイラル(R)」との相乗効果により、独自性の高

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 
当第３四半期会計期間 

（自 平成23年９月１日 
至 平成23年11月30日） 

前年同四半期比（％） 

情報資産プラットフォーム事業(千円）  388,689  117.3

メディアEC事業（千円）  93,303  －

EC運営事業（千円）  13,377  －

合計（千円）  495,369  149.5

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

－ 3 －



いサービスとして持続的な提供を目指してまいります。 

 平成23年４月には、地域密着型SNS「I LOVE 下北沢」の提供を開始しました。 

 「I LOVE 下北沢」は、Webサイトからの一方的な情報発信だけでなく、下北沢という地域を愛する人と人とがつ

ながる仕組を提供し、下北沢にある店舗、下北沢を愛する人の両方の満足を高めることで、地域活性化を目指すサ

ービスとして運営してまいります。 

 また、平成23年５月には、第三者機関として「AKB48 22ndシングル選抜総選挙」投票システムを提供いたしまし

た。大規模投票が予想された中、選挙としての公正性を確保するため、集計や納品といった人的な運用体制の構

築、QRコードやシリアルナンバーの発行といった不正投票を排除する技術の提供、専用サーバ・専用線の確保とい

ったインフラの整備等、当社がこれまで蓄積したプラットフォーム事業のノウハウを駆使することで、公正な選挙

実施を支援いたしました。 

 今後は、今回構築したシステムや運用ノウハウを国や自治体の政治等の選挙へ応用することも検討してまいりま

す。 

 また、平成23年９月１日に、ユナイテッドベンチャーズ株式会社を割当先として第三者割当増資を行いました。

主な資金使途は、新規事業への研究開発投資、ビジネスオンライン株式会社が運営する会計クラウドサービス事業

の譲受資金、福岡支店の開設資金であり、本第三者割当増資と同時にユナイテッドベンチャーズ株式会社と業務提

携契約を締結しました。新規事業の立ち上げや事業育成を協同で行うことで、新規事業への取組分野の幅が広がる

とともに、取組のスピードの向上をはかってまいります。さらに、販売先の開拓や紹介等を通して既存事業の拡大

にも協力して取り組み、当社の企業価値向上を目指してまいります。 

 平成23年９月１日に開設した福岡支店は、九州エリアでの販売網の拡大とサポートの充実を当面の主な目的とし

ておりますが、今後は研究開発機能の充実とバックアップセンターの整備を図ると共に、地域振興やアジアとの連

携強化などの九州ならではの新規事業の立ち上げ拠点とすることを検討してまいります。  

 平成23年９月30日には、ビジネスオンライン株式会社の事業のうち、会計クラウドサービス「ネットde 会計」

及び「ネットde 青色申告」事業を譲り受けました。本事業譲受により、情報資産プラットフォームのバリエーシ

ョンがさらに増えることに加えて、当社が既に提供している「給与明細電子化サービス」との親和性が極めて高い

ことから、多くの中小零細企業又は個人事業主に対して、業務効率向上とコスト削減を両立するクラウドをベース

とした幅広なバックオフィスのソリューションを提供することが可能となりました。 

 前期平成22年12月より開始したメディアEC事業及び当期より開始したEC運営事業についても、情報資産プラット

フォーム事業との情報共有、連携を強化し、売上高の拡大を行ってまいりました。 

 一方で、即戦力となる中途社員の採用、新卒新入社員の増員、本社移転に伴う造作、サービス認知向上やインバ

ウンド営業を目的とした広告宣伝、販売促進に係る投資を継続的に実施してまいりました。 

 特にブランディングと販売促進の一環として「第２回クラウドコンピューティングEXPO春」へ出展するなど、中

長期的な成長を見据えた大型先行投資を実施いたしました。 

 以上の結果、平成24年２月期第３四半期会計期間の業績につきましては、売上高は495百万円（前年同期比

49.5％増）、営業利益は62百万円（同3.8％減）、経常利益は62百万円（同3.9％減）、四半期純利益は36百万円

（同4.0％減）となりました。 

  

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

 なお、当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

 また、メディアEC事業及びEC運営事業について、前年同期は該当ありません。 

①情報資産プラットフォーム事業 

 情報資産プラットフォームの有効アカウントについては、特定業種・業界向けパッケージ商品の提供、Web制作

や開発会社様向けのパートナープログラムSDP（Spiral Developers Program）の提供、「スパイラル(R)」を応

用・活用する一般消費者参加型サービスの開始、「スパイラル(R)」と「スパイラルEC(R)」との相乗効果による複

数アカウントの提供等の施策を行ってまいりました。 

 平成23年４月には「スパイラル(R)」の新バージョン1.10.30を提供いたしました。 

 新機能として、「トランザクションDB」は、登録したデータを複数のDBに自動的に登録、更新、削除できるDB機

能です。「トランザクションDB」を利用することで、マスタDBは常に正規化された最新の状態が維持され、効率の

よい更新作業とデータの矛盾の発生を回避することができます。 

 「不動産反響取込」は、反響通知メールを自動的にDBに登録します。見込み顧客の情報をDB化することにより、

業務効率の向上を図ることができ、また、機械的にDB化するため、入力ミスや対応漏れを防ぎ、効率的かつ確実な

運用が可能になります。 

 また、平成23年７月に「スパイラル(R)」の新バージョン1.10.31を提供いたしました。 

 新機能として、「スパイラル(R)API」は、「スパイラル(R)」 から外部システムへのデータ受け渡し、認証等が
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可能なAPIとしての機能です。TwitterやFacebookに代表されるSNSサービスとの連携も可能で、最近普及が著しい

スマートフォンなどのデバイスを活用することで、DB操作の利用シーンが格段に広がります。また、当社の強固な

セキュリティを保持したままAPIによる外部連携を可能とする機能であるため、Web制作会社やソフトウェア開発ベ

ンダーにとっては、Web制作・開発の現場で求められている質・コスト・安全性を同時に実現できます。 

 「名刺登録」は、名刺をスキャナでデジタル化し、「スパイラル(R)」のDBに登録することができます。単に名

刺データをそのままDBへ取り込むだけでなく、独自の運用方法で名刺を回収、DB登録を行い、正確な名刺情報とし

て安全に保管し、且つ名刺交換した顧客とWeb上でコミュニケーションする場を新たに提供します。 

 「スパイラル(R)CORPAS」は、当社「スパイラル(R)」のシステムとフライシュマン・ヒラード・ジャパン社のコ

ンサルティングノウハウの協業により実現する機能であり、組織が抱える問題点の把握と組織を健全で継続的に成

長・発展させてゆくためのオンライン組織診断ツールです。 

 さらに、平成23年８月には、「AKB48 22ndシングル選抜総選挙」で使用した投票システムを応用し、新たに「シ

リアルナンバー投票システム」としてサービス提供を開始いたしました。ファン参加型のコンテンツ企画や、消費

者の意見や嗜好を反映した商品企画の現場で注目されている大型の投票キャンペーンにおいて、システム構築コス

トの増加、プロジェクト全体のスピードダウン、不正投票リスクなどの課題を解決することができます。 

 平成23年10月には、「スパイラル(R)」の新バージョン1.11を提供いたしました。４年ぶりのメジャーバージョ

ンアップとなり、PaaS（Platform as a Service）としての基盤を強化いたします。携帯向けメール配信機能の性

能やカスタマイズ性の向上、ネット販売、顧客・企業間コミュニケーション、会計処理などの様々なプラットフォ

ームとの連携により、Web制作会社様は、より大規模に、より柔軟に、より広く、「スパイラル(R)」をWeb制作の

プラットフォームとしてご活用いただけるようになります。 

 アパレル特化型ECプラットフォーム「スパイラルEC(R)」については、積極的な先行投資を継続しながら拡販に

取り組んでおります。大型案件の受注や継続的に案件を受注・納品するための組織、インフラ体制は整いつつあ

り、有効アカウント数は堅調に推移しております。引き続き「スパイラルEC(R)」の独自機能や価格優位性等を訴

求し、有効アカウント数の増加に取り組んでまいります。 

 これらの結果、情報資産プラットフォームの有効アカウント数は、平成23年11月30日時点で2,812件となり、当

第３四半期会計期間の売上高は388百万円（前年同期比17.3％増）、営業利益は82百万円（前年同期比28.1％増）

となりました。 

②メディアEC事業 

 平成22年12月より開始した当事業は、クライアントのマーケティングやプロモーション活動に貢献できるソリュ

ーションを提供することを目的としており、クライアントのサービス認知度の向上、Webサイトへの集客、ブラン

ド力向上等のマーケティング支援としてインターネット広告販売等を行ってまいりました。 

 「2010年(平成22年)日本の広告費」(株式会社電通調べ)によると、平成22年の総広告費5兆8,427億円の内、イン

ターネット広告市場は7,747億円(前年比109.6%)となり、テレビに次ぐ第2の広告媒体へと成長しております。この

ような環境のもと、当社では積極的な営業活動を展開し、アフィリエイト広告を中心に売上を拡大しました。 

 また、平成23年８月より自社媒体「政治山」の広告枠について試験的に販売を開始しました。今後は、選挙情報

や特集ページ等、更なる内容の充実を図ることでPV数の増加を目指し、より魅力のある媒体へ育てていきます。 

 引き続き、カテゴリーに特化した自社媒体の構築・運営を行い、他社のWeb媒体への出稿も行いながら、広告効

果と利益率の向上を狙ってまいります。 

 これらの結果、当第３四半期会計期間の売上高は93百万円、営業損失は1百万円となりましたが、業績は順調に

推移しており、期初よりの損失幅を圧縮しております。 

 なお、当社は、広告販売の売上高については、広告枠の仕入高を売上高から控除する純額で表示（ネット表示）

しており、広告枠の仕入高控除前の総額で表示（グロス表示）した場合の売上高は221百万円となります。 

③EC運営事業 

 平成23年３月より開始した当事業は、平成23年３月１日に株式会社Grasより譲り受けた事業を主体としており、

アパレル・ファッションに特化したECサイトの運営受託、企画、制作等の業務を行ってまいりました。 

 ECサイトの運営受託業務の具体的な内容は、商品情報をECサイトに掲載するために必要な撮影・採寸・原稿とい

った「ささげ業務」の他、物流・決済及びコールセンター支援等のEC運営に係るフルフィルメントサービスで、こ

れらを内製化して行うことで、ECサイト立ち上げ業務の早期化と効率化及び流通総額増加の支援体制が整いまし

た。 

 また、当社の新規・既存顧客へのECサイト運営に関する提案の幅が広がり、これまでより付加価値の高いサービ

ス提供が可能となり、当社で既に展開している「スパイラルEC(R)」との相乗効果によって、更なる流通総額の増

加を目指してまいります。 

 これらの結果、当第３四半期会計期間の売上高は13百万円、営業損失は19百万円となりました。 

   

（２）財政状態の分析 

 当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ277百万円増加し、1,669百万円となりました。 
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これは主に、売上の増加による売掛金の増加105百万円、事務所移転による建物及び工具器具備品の増加52百万 

円、新サービスの開発等によるソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の増加32百万円、事業譲受によるのれんの増 

加64百万円、事務所移転による差入保証金の増加19百万円によるものです。負債は、前事業年度末比で66百万円減 

少し、172百万円となりました。これは主に、未払金の増加54百万円、法人税等の支払いによる未払法人税等の減 

少76百万円、賞与引当金の減少22百万円、本社移転費用引当金の戻入による減少25百万円によるものです。純資産 

は、前事業年度末比で344百万円増加し、1,497百万円となりました。これは主に、第三者割当増資による資本金及 

び資本準備金の増加257百万円、利益剰余金の増加92百万円によるものです。  

  

（３）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第２四半期会計期間末に比

べ124百万円増加し、938百万円となりました。 

 当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における営業活動の結果支出した資金は、63百万円（前年同四半期8百万円の収入）とな

りました。これは主に、税引前四半期純利益の計上62百万円、売上債権の増加額39百万円、賞与引当金の減少額25

百万円、法人税等の支払額64百万円によるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における投資活動の結果支出した資金は、70百万円（前年同四半期12百万円の支出）とな

りました。これは、有形固定資産の取得による支出11百万円、無形固定資産の取得による支出12百万円、事業譲受

による支出45百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における財務活動の結果得られた資金は、257百万円（前年同四半期に得られた資金はあ

りません）となりました。これは主に、株式の発行による収入257百万円によるものです。 

  

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

（５）研究開発活動 

当第３四半期会計期間における研究開発費の金額は27百万円であります。 

なお、当第３四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況において重要な変更はありません。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

  

  (2）設備の新設、除却等の計画 

 該当事項はありません。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

 （注）平成23年12月14日開催の取締役会決議により、平成24年１月１日付で株式分割に伴う定款変更を行ない、発行可

    能株式総数は14,845,400株増加し、14,920,000株となっております。 

  

②【発行済株式】 

 （注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成24年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

      り発行された株式数は含まれておりません。 

    ２．平成24年１月１日付をもって１株を200株に株式分割し、発行済株式総数が3,756,324株増加しております。

    ３．平成23年12月14日開催の取締役会決議により、平成24年１月１日付で１株を100株とする単元株制度を採用 

      しております。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  74,600

計  74,600

種類 
第３四半期会計期間末現在発行数（株）

（平成23年11月30日） 
提出日現在発行数（株）
（平成24年１月16日） 

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名 

内容 

普通株式  18,876  3,775,200
東京証券取引所 

（マザーズ） 

単元株式数 

100株 

計  18,876  3,775,200 － － 
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旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。 

①平成17年５月30日定時株主総会決議 

 （注）１. 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株

式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が資本の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数

を調整します。 

２. 当社が当社普通株式につき株式分割（株式無償割当てを含む。）または株式併合を行う場合には、次の算式

により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第

194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転

換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む）の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に、「新規発行前」を「自己株式の処分前」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、資本の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものといたします。 

（２）【新株予約権等の状況】

区分 
第３四半期会計期間末現在 

（平成23年11月30日） 

新株予約権の数（個） 20（注）５ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 40（注）５,６ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２  13,500 （注）６ 

新株予約権の行使期間 
平成21年５月30日から 

平成26年５月29日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

  発行価格  13,500（注）６ 

  資本組入額 6,750（注）６ 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）７ 

調整後 
＝ 

調整前 
× 

１ 

行使価額 行使価額 分割・併合の比率 

        
既発行株式数＋

新株発行株式数×新株１株あたり払込金額 

調整後 
＝ 

調整前 
× 

新規発行前の株価 

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行による増加株式数 
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３. 新株予約権の行使の条件等 

(1)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社、当社

の連結子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地

位を保有している場合に限ります。 

(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。 

(3)新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。 

(4)その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

４. 新株予約権の取得条項 

新株予約権者について、次の各号の事由のいずれかが生じたときは、当社は当該事由が生じた日に、当該新

株予約権者からその有する新株予約権全部を無償で取得いたします。当社は当該新株予約権の取得と引き換

えに、当社の株式・社債・新株予約権・新株予約権付社債のいずれも交付しません。 

(1)新株予約権者が当社、当社の連結子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査

役、執行役又は従業員の地位を喪失し、これらのいずれにも該当しなくなったとき。 

(2)新株予約権者が死亡したとき。 

５. 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じていま

す。 

６．平成18年７月１日付をもって株式分割（１：２）を行ったことに伴い新株予約権の目的となる株式の数、払

込金額並びに発行価格及び資本組入額は調整されております。 

７．組織再編行為における新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236 条第1 項第8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。 

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。  

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した再編後払込金額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる

金額とする。 

(5)新株予約権を行使することができる期間 

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使

することができる期間の満了日までとする。 

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じたとき

は、その、端数を切り上げるものとする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 
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(8)新株予約権の取得条項 

上記（注）４（（注）４の(1)については、「当社」を「再編対象会社」と読み替える）に準じて決定す

る。 

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを

切り捨てるものとする。 

会社法第236条、第238条及び第239条に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。 

②平成18年５月29日定時株主総会決議 

 （注）１. 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株

式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件新株

予約権が承継される場合、当社は必要と認められる株式の数の調整を行います。 

２. 当社が時価を下回る価額による新株の発行を行う場合、または、自己株式を処分する場合(新株予約権の行

使の場合は除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるも

のといたします。 

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１

円未満の端数は切り上げるものといたします。 

また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行い本件新株

予約権が承継される場合、当社は必要と認められる行使価額の調整を行います。 

３. 新株予約権の行使の条件等 

(1)新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社、当社

の連結子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地

位を保有している場合に限ります。 

(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。 

(3)新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。 

(4)その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

区分 
第３四半期会計期間末現在 

（平成23年11月30日） 

新株予約権の数（個） 13（注）５ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 26（注）５,６ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２       24,000 （注）６ 

新株予約権の行使期間 
平成22年５月29日から 

平成27年５月28日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  24,000（注）６ 

資本組入額 12,000（注）６ 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）７ 

        
既発行株式数＋

新株発行株式数×新株１株あたり払込金額 

調整後 
＝ 

調整前 
× 

新規発行前の株価 

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行による増加株式数 

調整後 
＝ 

調整前 
× 

１ 

行使価額 行使価額 分割・併合の比率 
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４. 新株予約権の取得条項 

新株予約権者について、次の各号の事由のいずれかが生じたときは、当社は当該事由が生じた日に、当該新

株予約権者からその有する新株予約権全部を無償で取得いたします。当社は当該新株予約権の取得と引き換

えに、当社の株式・社債・新株予約権・新株予約権付社債のいずれも交付しません。 

(1)新株予約権者が当社、当社の連結子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査

役、執行役又は従業員の地位を喪失し、これらのいずれにも該当しなくなったとき。 

(2)新株予約権者が死亡したとき。 

５. 新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じていま

す。 

６．平成18年７月１日付をもって株式分割（１：２）を行ったことに伴い新株予約権の目的となる株式の数、払

込金額並びに発行価格及び資本組入額は調整されております。 

７．組織再編行為における新株予約権の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236 条第1 項第8 号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。 

この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数

と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とする。 

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。 

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調

整した再編後払込金額に(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる

金額とする。 

(5)新株予約権を行使することができる期間 

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使

することができる期間の満了日までとする。 

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 

①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果1 円未満の端数が生じたとき

は、その、端数を切り上げるものとする。 

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。 

(8)新株予約権の取得条項 

上記（注）４（（注）４の(1)については、「当社」を「再編対象会社」と読み替える）に準じて決定す

る。 

   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを

切り捨てるものとする。  
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該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

（注）１．有償第三者割当 

     発行価格  103,000円 

     資本組入額  51,500円 

     割当先   ユナイテッドベンチャーズ株式会社 

   ２．新株予約権の行使による増加であります。 

   ３．平成24年１月１日付をもって１株を200株に株式分割し、発行済株式総数が3,756,324株増加しております。 

  

  第三者割当増資により、平成23年11月30日現在、以下の株式会社が大株主となっております。なお、当第

３四半期会計期間において、その他の大株主の異動は把握しておりません。 

  

   

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

   ①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

 該当事項はありません。  

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数（株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成23年９月１日 

（注）１  
 2,500  18,870  128,750  315,581  128,750  225,581

平成23年９月１日～

平成23年11月30日 

（注）２  

 6  18,876  61  315,643  61  225,643

（６）【大株主の状況】

 氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％）

 ユナイテッドベンチャーズ 

 株式会社 
東京都千代田区飯田橋3-11-13  2,500  13.24

（７）【議決権の状況】

  平成23年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － －  － 

議決権制限株式（自己株式等） － －  － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式    16,370  16,370 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数  16,370 － － 

総株主の議決権 －  16,370 － 

－ 13 －



  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第３四半期会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び前第３四半期累計期間（平成22

年３月１日から平成22年11月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成22年９月１日から平成

22年11月30日まで）及び前第３四半期累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成23

年３月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任あずさ監査法人による四半期レビ

ューを受けております。 

  

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  

２【株価の推移】

月別 
平成23年 

３月 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高（円）  137,000  130,000  142,000  149,000  130,600  115,000  114,000  116,500  101,000

最低（円）  66,500  86,500  108,000  110,000  113,000  98,000  97,000  100,000  92,100

３【役員の状況】

第５【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 938,932 946,539

売掛金 294,942 189,728

商品 1,880 －

仕掛品 710 666

その他 77,397 67,486

貸倒引当金 △7,384 △5,493

流動資産合計 1,306,479 1,198,927

固定資産   

有形固定資産 ※1  71,207 ※1  18,510

無形固定資産 166,038 68,225

投資その他の資産   

差入保証金 122,787 102,904

その他 3,610 4,192

貸倒引当金 △903 △1,325

投資その他の資産合計 125,494 105,772

固定資産合計 362,739 192,508

資産合計 1,669,219 1,391,435

負債の部   

流動負債   

買掛金 9 －

未払金 96,127 41,341

未払費用 12,304 13,636

未払法人税等 － 76,462

未払消費税等 ※2  8,483 15,931

賞与引当金 32,262 54,387

本社移転費用引当金 － 25,293

その他 22,871 11,481

流動負債合計 172,059 238,534

負債合計 172,059 238,534

純資産の部   

株主資本   

資本金 315,643 186,831

資本剰余金   

資本準備金 225,643 96,831

資本剰余金合計 225,643 96,831

利益剰余金   

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 1,071 4,286

繰越利益剰余金 954,802 859,562

利益剰余金合計 955,874 863,848

株主資本合計 1,497,160 1,147,511

新株予約権 － 5,389

純資産合計 1,497,160 1,152,900

負債純資産合計 1,669,219 1,391,435
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（２）【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年11月30日) 

売上高 973,067 1,307,466

売上原価 123,758 292,336

売上総利益 849,308 1,015,129

販売費及び一般管理費 ※  670,813 ※  870,706

営業利益 178,494 144,423

営業外収益   

受取利息 175 83

受取手数料 460 311

その他 95 125

営業外収益合計 730 519

営業外費用   

売上債権売却損 20 －

営業外費用合計 20 －

経常利益 179,205 144,943

特別利益   

新株予約権戻入益 7,228 5,389

本社移転費用引当金戻入益 － 3,228

特別利益合計 7,228 8,618

税引前四半期純利益 186,433 153,561

法人税、住民税及び事業税 74,230 26,575

法人税等調整額 △161 34,959

法人税等合計 74,068 61,535

四半期純利益 112,365 92,026
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成23年11月30日) 

売上高 331,350 495,369

売上原価 40,293 132,148

売上総利益 291,057 363,220

販売費及び一般管理費 ※  226,410 ※  301,056

営業利益 64,646 62,164

営業外収益   

受取手数料 148 159

その他 95 3

営業外収益合計 243 162

営業外費用   

売上債権売却損 20 －

営業外費用合計 20 －

経常利益 64,870 62,327

税引前四半期純利益 64,870 62,327

法人税、住民税及び事業税 23,631 16,770

法人税等調整額 3,032 8,881

法人税等合計 26,663 25,651

四半期純利益 38,206 36,675
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 186,433 153,561

減価償却費 19,527 34,245

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,373 1,469

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － △25,293

受取利息及び受取配当金 △175 △83

売上債権の増減額（△は増加） △5,105 △105,214

たな卸資産の増減額（△は増加） 220 △1,925

仕入債務の増減額（△は減少） － 9

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,526 △7,448

その他 △27,165 23,212

小計 178,634 72,534

利息及び配当金の受取額 175 83

法人税等の支払額 △106,685 △138,576

営業活動によるキャッシュ・フロー 72,124 △65,958

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △19,849 △65,047

無形固定資産の取得による支出 △24,982 △46,265

敷金及び保証金の差入による支出 － △61,903

敷金及び保証金の回収による収入 77 41,460

事業譲受による支出 － △67,515

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,754 △199,271

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 257,500

ストックオプションの行使による収入 － 123

財務活動によるキャッシュ・フロー － 257,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 27,369 △7,607

現金及び現金同等物の期首残高 896,460 946,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  923,830 ※  938,932
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  当第３四半期累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年11月30日） 

   該当事項はありません。 

  

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第３四半期累計期間 
（自 平成23年３月１日 

至 平成23年11月30日） 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しており

ます。  

 なお、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約に関連する敷金の回収が最終

的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当第３四半期累計期間の負担に属する金額を費用に計

上する方法によっております。  

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ561千円減少しております。また、当会計基

準の適用開始により、投資その他の資産が561千円減少しております。  

【簡便な会計処理】

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成23年３月１日 
至 平成23年11月30日） 

１．固定資産の減価償却費の算定方法  定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。 

２．一般債権の貸倒見積高の算定方法  当第３四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著

しい変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率を使用して貸

倒見積高を算定しております。 

３．棚卸資産の評価方法  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて

のみ正味売却価格を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末 
（平成23年11月30日） 

前事業年度末 
（平成23年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円であ

ります。 

  

52,735 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円で

あります。  

  

103,768

※２ 消費税等の取扱い  

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動

負債の「未払消費税等」として表示しております。

  

※２ 消費税等の取扱い 

― 

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間 
（自 平成22年３月１日 

至 平成22年11月30日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成23年３月１日 

至 平成23年11月30日） 

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

  

給与手当 261,857千円 

賞与引当金繰入額 21,583千円 

貸倒引当金繰入額 

研究開発費 

2,373

62,916

千円 

千円 

  

給与手当 314,808千円 

賞与引当金繰入額 23,084千円 

貸倒引当金繰入額 

研究開発費 

1,911

73,022

千円 

千円 

前第３四半期会計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成22年11月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成23年９月１日 

至 平成23年11月30日） 

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

   

給与手当 86,816千円 

賞与引当金繰入額 21,583千円 

貸倒引当金繰入額 

研究開発費 

298

23,349

千円 

千円 

   

給与手当 104,725千円 

賞与引当金繰入額 23,084千円 

貸倒引当金繰入額 

研究開発費 

580

27,523

千円 

千円 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間 
（自 平成22年３月１日 

至 平成22年11月30日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成23年３月１日 

至 平成23年11月30日） 

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

             （平成22年11月30日現在） 

  

  (千円)

現金及び預金勘定 923,830

現金及び現金同等物 923,830

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

             （平成23年11月30日現在） 

  

  (千円)

現金及び預金勘定 938,932

現金及び現金同等物 938,932
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当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日）及び当第３四半期累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23

年11月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式         18,876株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 該当事項はありません。  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

５．株主資本の金額の著しい変動  

 当社は、平成23年９月１日付で、ユナイテッドベンチャーズ株式会社から第三者割当増資の払込みを受けま

した。この結果、当第３四半期会計期間において資本金が128,750千円、資本準備金が128,750千円増加してお

ります。また、ストック・オプションの権利行使により、資本金が61千円、資本準備金が61千円増加しており

ます。 

 これらにより、当第３四半期会計期間末において資本金が315,643千円、資本準備金が225,643千円となって

おります。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期会計期間（自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30日） 

１．ストック・オプションに係る当第３四半期会計期間における費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額 

該当事項はありません。 

３．当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

該当事項はありません。 

（株主資本等関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（ストック・オプション等関係）
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（企業結合等関係）

 当第３四半期会計期間 

（自 平成23年９月１日 

  至 平成23年11月30日） 

 平成23年９月30日開催の取締役会決議により、ビジネスオンライン株式会社の一部事業である「ネットde会

計」「ネットde青色申告」に関する事業を譲受けました。 

１.事業譲受の目的 

 当社の主たる事業の一つである情報資産プラットフォームのバリエーションがさらに増えることに加えて、

当社が既に提供している「給与明細書電子化サービス」との親和性が極めて高いことから、多くの中小零細企

業又は個人事業主に対して、業務効率向上とコスト削減を両立するクラウドをベースとした幅広なバックオフ

ィスのソリューションを提供することが可能となることから当事業を譲受けることを決定いたしました。 

２．譲受ける相手会社の名称等 

名 称：ビジネスオンライン株式会社 

所在地：東京都中央区日本橋浜町２丁目33番７号 

代表者：代表取締役 藤井 博之 

資本金：99,000千円 

３．譲受ける事業の内容 

「ネットde会計」「ネットde青色申告」に関する事業 

４．譲受時期 

平成23年９月30日 

５．四半期財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

平成23年９月30日から平成23年11月30日 

６．取得した事業の取得原価及びその内訳 

７．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

(1)のれんの金額 

 50,000千円 

(2)発生原因 

 今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものです。 

(3)償却方法及び償却期間 

 のれんについては、５年間の定額法によっております。 

８．事業譲受日に譲り受けた資産及び引受けた負債の額 

９．事業譲受が事業年度開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期累計期間に係る四半期損益計算書に及ぼ 

す影響の概算額  

金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

 取得の対価 現金  45,515千円

 取得原価   45,515千円

 のれん  50,000千円

 資産計  50,000千円

 流動負債  4,484千円

 負債計  4,484千円
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１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は内部管理上採用している区分により、「情報資産プラットフォーム事業」、「メディアEC事業」、

「EC運営事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「情報資産プラットフォーム事業」は、クライアントの保有する情報資産を安全に管理・保管するだけで

なく、マーケティング活動等に有効活用できる情報資産プラットフォームをクラウドで提供しております。 

「メディアEC事業」は、クライアントのサービス認知度の向上、Webサイトへの集客、ブランド力向上等

のマーケティング支援としてインターネット広告販売等を行っております。 

「EC運営事業」は、アパレル・ファッションに特化したECサイトの運営受託、企画、制作等を行っており

ます。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

 当第３四半期累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年11月30日) 

（単位：千円）

（注）セグメント利益又はセグメント損失の合計額は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

当第３四半期会計期間(自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30日) 

（単位：千円）

（注）セグメント利益又はセグメント損失の合計額は四半期損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 「情報資産プラットフォーム事業」セグメントにおいて、平成23年９月30日にビジネスオンライン株式会

社の一部事業である「ネットde会計」「ネットde青色申告」に関する事業の譲受けを実施したことに伴い、

当第３四半期会計期間において、のれんが50,000千円増加しております。 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  報告セグメント 四半期 

損益計算書 

計上額 

(注)  
  

情報資産 

プラットフォーム

事業 

メディアEC事業 EC運営事業 計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部

売上高又は振替高  
－ 

  

1,089,633

  

－ 

  

158,261

  

 

－ 

  

59,572

 

 

－ 

   

1,307,466

－  

  

1,307,466

計   1,089,633  158,261  59,572  1,307,466  1,307,466

セグメント利益又は

セグメント損失(△)  
 220,179  △30,501  △45,254  144,423   144,423

  報告セグメント 四半期 

損益計算書 

計上額 

(注)  
  

情報資産 

プラットフォーム

事業 

メディアEC事業 EC運営事業 計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 セグメント間の内部

売上高又は振替高  

  

－ 

  

388,689

  

 

－ 

  

93,303

  

 

－ 

  

13,377

 

 

－ 

   

495,369

－  

  

495,369

計   388,689  93,303  13,377  495,369  495,369

セグメント利益又は

セグメント損失(△)  
 82,820  △1,494  △19,161  62,164   62,164
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（追加情報） 

 当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

（１株当たり情報）

当第３四半期会計期間末 
（平成23年11月30日） 

前事業年度末 
（平成23年２月28日） 

１株当たり純資産額 79,315.56円 １株当たり純資産額 70,098.43円

前第３四半期累計期間 
（自 平成22年３月１日 

至 平成22年11月30日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成23年３月１日 

至 平成23年11月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 6,864.09円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
6,839.86円

１株当たり四半期純利益金額 5,350.67円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
5,332.68円

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成22年３月１日 
至 平成22年11月30日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成23年３月１日 

至 平成23年11月30日） 

１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益（千円）  112,365  92,026

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  112,365  92,026

期中平均株式数（株）  16,370  17,199

             

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額       

四半期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  58  58

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要 

― ― 
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 （注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

前第３四半期会計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成22年11月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成23年９月１日 

至 平成23年11月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 2,333.93円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
2,325.97円

１株当たり四半期純利益金額 1,942.97円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
1,937.33円

  
前第３四半期会計期間 

（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成23年９月１日 

至 平成23年11月30日） 

１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益（千円）  38,206  36,675

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  38,206  36,675

期中平均株式数（株）  16,370  18,876

             

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  56  55

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要 

― ― 
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（重要な後発事象）

 当第３四半期会計期間 

 （自 平成23年９月１日 

   至 平成23年11月30日） 

 １．株式分割及び単元株制度の採用 

 平成23年12月14日開催の取締役会において、株式分割及び単元株制度の採用を行うことを決議いたしました。 

  

  (1)株式分割及び単元株制度の目的  

 当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。 

  

(2)株式分割の概要 

  ①分割の方法 

   平成23年12月31日を基準日（実質上の基準日は平成23年12月30日）として、同日の最終の株主名簿 

   に記載又は記録された株主の所有する普通株式を１株につき200株の割合をもって分割いたしました。 

  

  ②分割により増加する株式数 

   株式分割前の発行済株式総数       18,876株 

   今回の分割により増加する株式数  3,756,324株 

   株式分割後の発行済株式総数    3,775,200株 

   株式分割後の発行可能株式総数  14,920,000株   

  

  ③分割の日程 

   基準日の公告日       平成23年12月15日 

   基準日           平成23年12月31日  

   効力発生日         平成24年１月１日 

  

(3)単元株制度の採用 

  ①採用する単元株式の数  

   上記「(2)株式分割の概要」の効力発生日である平成24年１月１日をもって単元株制度を採用し、 

  単元株式数を100株といたしました。  

  

  ②新設の日程 

   効力発生日         平成24年１月１日 

   （注）平成23年12月28日をもって、東京証券取引所における当社株式の売買単位は１株から100 

      株に変更されております。  

  

(4)その他 

 上記の株式分割が前事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報、及び当事業年度の開

始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりとなります。 

  

１株当たり純資産額 

   

当第３四半期会計期間末 
（平成23年11月30日） 

前事業年度末 
（平成23年２月28日） 

１株当たり純資産額 396.58円 １株当たり純資産額 350.49円 
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 当第３四半期会計期間 

 （自 平成23年９月１日 

   至 平成23年11月30日） 

     １株当たり四半期純利益金額等 

  

  

 ２．ペーパレススタジオジャパン株式会社の第三者割当増資引受けによる株式取得（子会社化） 

  平成23年12月28日開催の取締役会において、ペーパーレススタジオジャパン株式会社の第三者割当増資引受けに 

 関する基本合意書を締結し、子会社化することについて決議いたしました。  

  

(1)株式取得の理由 

 当社の主たる事業の一つである情報資産プラットフォームのバリエーションがさらに増えることに加えて、

プラットフォーム上で展開される新たなビジネスや付加価値の創出、収益基盤の強化と企業価値の向上が期待

できると考えております。 

   

(2)異動する子会社の概要 

  

(3)取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

  

(4)日程 

 平成23年12月28日 基本合意書締結 

 平成24年２月29日 株式総数引受契約締結（予定） 

 平成24年３月１日 第三者割当による新株式発行の払込期日（予定） 

    

前第３四半期累計期間 
（自 平成22年３月１日 

至 平成22年11月30日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成23年３月１日 

至 平成23年11月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 34.32円 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額 
34.20円 

１株当たり四半期純利益金額 26.75円 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額 
26.66円 

前第３四半期会計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成22年11月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成23年９月１日 

至 平成23年11月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 11.67円 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額 
11.63円 

１株当たり四半期純利益金額 9.71円 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額 
9.69円 

    ①名称 ペーパレススタジオジャパン株式会社 

    ②主な事業内容 建築プロジェクトプロデュース&マネジメント、BIMコンサルタント 

    ③資本金 1,250万円 

    ①異動前の所有株式数 0株 (所有割合0.0％) 

    ②取得株式数 未定   

取得価額：50百万円（予定） 

    ③異動後の所有株式数 未定(所有割合80.0％以上を予定) 
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該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期会計期間 

 （自 平成23年９月１日 

   至 平成23年11月30日） 

３．株式会社サムライプロジェクトの事業一部譲受に関する基本合意締結 

  平成23年12月28日開催の取締役会において、株式会社サムライプロジェクトの事業のうち、「美容師名鑑プロジ 

 ェクト」事業を譲り受けることについての基本合意書締結を決議いたしました。 

  

(1)事業譲受の理由 

 当社は、今回譲り受ける「美容師名鑑プロジェクト」事業と当社の情報資産プラットフォームが持つ多くの

機能を組み合わせることで、美容師にとって魅力的なサービスを提供し、コンシューマーへの訴求力を高め、

且つ、独自性のあるメディアとして展開してゆくことを企図しております。 

  

(2)相手先の概要   

  

(3)事業譲受の内容 

 株式会社サムライプロジェクトが手掛ける「美容師名鑑プロジェクト」事業を譲り受けることを予定してお

ります。なお、譲受資産および負債の項目、譲受価額および決済方法については、基本合意契約締結後、協議

に入るため、未定です。 

  

(4)日程 

 平成23年12月28日 基本合意書締結 

 平成24年２月下旬 事業譲受契約書締結（予定） 

 平成24年３月１日 事業譲受け期日（予定） 

  

    ①名称 株式会社サムライプロジェクト 

    ②所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-8-11 第三宮庭マンション302 

    ③代表者の役職・氏名 代表取締役 石渡武臣 

    ④主な事業内容 
会社案内作成、カタログ、パンフレットのデザイン、制作 
チラシ、ポスター、リーフレット等の制作 

    ⑤資本金 260万円 

（リース取引関係）

２【その他】
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該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年１月12日

株式会社パイプドビッツ 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 渡邉 宣昭  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士 伊藤 俊哉  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 杉山 正樹  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社パイプ

ドビッツの平成22年３月１日から平成23年２月28日までの第11期事業年度の第３四半期会計期間（平成22年９月１日から

平成22年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行

った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パイプドビッツの平成22年11月30日現在の財政状態、同日をもって終

了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成24年１月13日

株式会社パイプドビッツ 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 伊藤 俊哉  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 杉山 正樹  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社パイプ

ドビッツの平成23年３月１日から平成24年２月29日までの第12期事業年度の第３四半期会計期間（平成23年９月１日から

平成23年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行

った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パイプドビッツの平成23年11月30日現在の財政状態、同日をもって終

了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年12月28日開催の取締役会において、ペーパレススタジオジャ

パン株式会社の第三者割当増資引受けに関する基本合意書を締結し、子会社化することを決議している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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